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中学校自由選択制のご案内

さくらんぼをいただきました

お絵かきうちわをいただきました

学校問題ほっとライン

中央区教育委員会ホームページ 　http://www.city.chuo.lg. jp/kosodate/kyouikuiinkai

中 央 区 教 育 広 報 紙

　この度、令和3年第二回区議会定例会におきまして、区議会の
任命に関する同意をいただき、引き続き中央区教育委員会教育長
の重責を務めさせていただくこととなりました平林治樹でござい
ます。
　保護者の方々、地域の皆さまには、本区の教育の進展のため、
日ごろからご尽力とご支援を賜り、この場を借りて改めて感謝申
し上げます。
　さて、子どもたちを取り巻く教育環境は、現在目まぐるしく変
化しております。本年 4月には、1人 1台のタブレット端末が子
どもたちに配布され、区内全小・中学校において運用が開始され
たところです。文部科学省が主導するGIGAスクール構想の実現
に向け、ICT環境を活用しながら、新学習指導要領に基づく「主
体的・対話的で深い学び」が実現するよう、学習活動の一層の充
実に取り組んでおります。
　また、このタブレット端末は、多様な子どもたち一人一人の個
性や能力を伸ばす教育の推進にも、今後積極的に活用してまいり

　区立小学校への入学にあたっては、お住まいの住所に基づき指
定されている小学校への就学を原則としていますが、ご希望によ
り指定校以外の小学校を選択できる「特認校制度」を実施してい
ます。
特認校
●城東小学校　　　●泰明小学校　　　●京橋築地小学校
●常盤小学校　　　●阪本小学校
※特認校以外の小学校は、選択することができません。
対象者
　区内在住で令和 4年 4月に小学校第 1学年になる予定のお子
さん
就学の条件
●�児童とその保護者が、就学を希望する特認校の教育方針に賛
同すること
●�児童が特認校へ自力で通学できること
●�児童が特認校へ卒業まで通学すること
申請方法
　各学校のホームページに学校説明資料を掲載していますので、
教育方針等をよく確認の上、各学校のホームページから『教育
方針等確認証』を印刷し、対象者のご家庭に 8月上旬にお送り
した「特認校就学申請書」とあわせて、区役所 6階学務課に持
参または郵送により申請してください。
※特認校学校説明会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
令和 3年度は開催しません。
申請受付期間
　令和 3年 10 月 1 日（金）～ 10 月 21 日（木）（土・日曜日を
除く）　午前 8時 30分～午後 5時
※郵送の場合は、令和 3年 10月 21日（木）消印有効
※『教育方針等確認証』を添付しなかった場合や添付があって
も署名がない場合は、受け付けることができません。申請受付
期間中にすべて揃った段階で受付となります。
申請結果の通知
　11月上旬に申請結果を通知します。
　受入れ人数を超える申請があった場合には抽選を行います。

ます。
　現在の本区の教育活動に目を向けます
と、昨年来のコロナ禍により、これまで
当然のように行ってきた運動会や宿泊行
事などが一部制限を受けることとなり、
誠に申し訳なく感じております。
　また、教育環境の課題といたしまして
は、35人学級化の法改正などにより、数
年後には小学校の教室が不足することが
顕在化してまいりました。
　こうした状況下におきましても、次世代を担う子どもたちが心
身ともに健康で、それぞれの未来がより輝かしいものとなるよう、
確かな学力の向上と教育環境の充実に対して微力ではございます
が全力を尽くしてまいる所存です。引き続き本区教育行政へのご
理解と多大なるご支援をお願い申し上げまして、再任のご挨拶と
させていただきます。

実施日時などは別途対象の方へお知ら
せします。
補欠登録
　抽選の結果、補欠となった場合は、辞退者が生じたときに登
録順位に従い繰上げ当選とします。
　補欠登録は 12月 20日（月）までです。この間に繰上げ当選と
ならなかった場合は、通学区域の学校に入学することになりま
す。ただし、抽選とならず、なお受入れが可能な特認校があれば、
他の特認校を申し込んだものの当選とならなかった方に限り、
再度希望することもできます（この場合も、希望する学校の『教
育方針等確認証』が必要です）。
特認校選択の注意点
●�申請書を提出した後の変更はできません。学校の校風や教育
方針を十分理解した上で申請してください。
●�区立小学校では、自転車での通学を禁止しています。お子さん
の通学の安全等を配慮の上、保護者の責任で判断してください。

学校情報の提供
　各校のホームページで随時情報を提供していますので、ご確
認ください。
　また、通学区域の学校（指定校）でも学校公開を実施してい
ます。対象者の方にお送りした「中央区立小学校案内」に学校
公開日を掲載しています。
※新型コロナウイルスの感染状況によって、日時の変更や中止
となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
個別の事情がある方へ
　指定校以外の学校に兄や姉が在学（1～ 5年生）しているな
どの事情がある場合は、指定校変更の申請をすることができま
すので、学務課学事係へご相談ください。
指定校変更の申請受付期間
　令和 3年 9月 10 日（金）～ 9月 30 日（木）（土・日曜日、祝日を
除く）　午前 8時 30分～午後 5時
問合せ先
学務課学事係　☎（3546）5512〜 5514

小学校特認校制度のご案内

教育長再任ご挨拶
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教育委員会の主な活動状況
（令和3年7月11日～令和3年9月10日）

◆第 7回定例会および研修会 7月 14日（水）
◆第 8回定例会および研修会 8月 18日（水）
◆第 9回定例会および研修会 9月 8日（水）

　中央区立幼稚園、小学校、中学校にお子さんを通園、通学させている保護者の方を
対象に、幼稚園、学校に対するご意見、ご要望等について、学校現場での経験豊富な
退職校長や副校長が電話相談に応じています。

【相談日時】 �毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時～午後５時
【電話番号】�03-3546-5745

　今年も公益社団法人京橋法人会から区立幼稚園全園児にお絵か
きうちわがプレゼントされました。今年の贈呈式は、7月 8日（木）
に月島第二幼稚園
で行われ、京橋法
人会会長の松

まつ

﨑
ざき

宗
むね

仁
ひと

さん他 2名の方
から園児代表にお
絵かきうちわが手
渡されました。園
児からは、お礼の
言葉と元気な歌を
披露し、プレゼン
トにたいへん喜ん
でいる様子でした。

　毎年恒例となっている山形県東根市からのさくらんぼのプレゼ
ントが、6月 22日（火）に各幼稚園に届きました。季節感溢れる
贈り物に、園児たちは大喜びの様子でした。
　今年度は、山形
さくらんぼブラン
ド力強化推進協議
会が主催する、産
地と消費地をつな
いだオンラインイ
ベントに、日本橋
幼稚園の園児が参
加し、生産者の方
へ感謝の気持ちを
伝えました。

お絵かきうちわをいただきましたさくらんぼをいただきました

「学校問題ほっとライン」のお知らせ

刊行物登録番号　3－ 057

　特色ある教育の展開、開かれた学校や子どもたちにとって魅力
ある学校づくりを促進するため、「中学校自由選択制」を実施して
います。お住まいの住所に基づき指定されている中学校への就学
を原則としていますが、この制度により、中央区内にお住まいで
あれば、通学区域以外の学校からでも入学したい学校を選択でき
ます。
対象者
　区内在住で令和 4年 4月に中学校第 1学年になる予定の児童
選択できる範囲
　区立中学校 4校から選択できます。ただし、選択できる学校
は 1校のみです。
受け入れ人数
　各学校ともおおむね 40人
申し込み方法
　選択を希望する場合は「中学校自由選択制申込書」を記入し、
区役所 6階学務課に持参、郵送または電子申請により申し込み
ください。
　なお、「中央区立中学校案内」および「中学校自由選択制申込書」
は、区立小学校に就学されている方へは小学校を通じて配布し、
区立小学校以外に就学されている方へは直接ご自宅に郵送しま
した。
※電子申請を利用される場合は、電子申請サービスのホームペー

ジより直接申し込みください。
※通学区域の指定校に入学予定の方は申し込みの必要はありま
せん。
申込受付期間
　令和 3年 10 月 1 日（金）～ 10 月 21 日（木）（土・日曜日
を除く）　午前 8時 30分～午後 5時
※郵送の場合は 10月 21日（木）消印有効、電子申請の場合は
10月 21日（木）必着です。
抽　選
　受け入れ人数を超える申し込みがあった場合は、抽選を行う
ことがあります。抽選の結果、補欠となった場合は、辞退者が
生じたときに登録順位に従い繰り上げ当選とします。補欠登録
期間は令和 4年 2月 28 日（月）までです。この間に繰り上げ
当選とならなかった場合は、通学区域の学校に入学することに
なります。
選択する際の注意
　申込書を提出した後の変更はできません。区立中学校では、
自転車での通学を禁止しています。学校を選択する場合はお子
さんの通学の安全などを配慮の上、保護者の責任で選択してく
ださい。
学校情報の提供
　学校ごとに説明会や学校公開を実施します。「中央区立中学校
案内」や各中学校のホームページでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によって、日時の変更や中止
となる場合があります。詳細は各中学校のホームページでご確
認ください。
個別の事情がある方へ
　指定校以外の学校に兄や姉が在学（1～ 2年生）しているな
どの事情がある場合は、指定校変更の申請をすることができま
すので、学務課学事係へご相談ください。
指定校変更の申請受付期間
　令和 3年 9 月 10 日（金）～ 9月 30 日（木）（土・日曜日、
祝日を除く）　午前 8時 30分～午後 5時
問合せ先
学務課学事係　☎（3546）5512〜 5514

中学校自由選択制
のご案内


